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Ⅰ 応募要領 

 

１　事業の趣旨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　この制度は、主体性を持った市民と市が協働して行う事業提案を公募し、その事業を

協働で実施することにより、市民と行政による活力あるまちづくりの推進を図ります。 

 

 

２　協働とは？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　協働とは、立場の異なる組織や人同士が、同じ課題の解決や目標達成のために、互い

に連携・協力して事業を行い、相乗効果を上げようとすることをいいます。 

　なぜ「協働」なのでしょうか？ 

　景気と雇用問題、年金、医療、介護福祉など社会情勢がめまぐるしく変化するなかで、

公共サービスに対するニーズが多様化・高度化しており、行政は限られた財源で公平・

公正に効率的・効果的な行政運営を進める必要があります。 

砺波市においても、厳しい財政状況の中、市民の皆様が不安感を持つことのないよう

様々な施策を実施しています。 

　しかし、今後、新たな分権社会を目指して、市が自らの創意工夫によるまちづくりを

進めていくためには、「市民」と「行政」がそれぞれの責任と役割を明らかにしたうえ

で、協力して地域の課題を解決するための手法として、「協働」を構築していくことが

求められています。 

 

「自分たちのまちは自分たちでつくり、守る。」 

 

　砺波市では、「市民」と「行政」が一緒に考え、お互いが助け合い、手を取り合って、

協働して活力あるまちづくりをめざします。 
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３　制度の概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

（１）募集する事業 

　　募集する事業には、次の２つの事業があります。 

 

　１）市民提案型事業 

　・市民活動団体が自由なテーマで提案いただく事業です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　２）行政提案型事業 

　・市が設定したテーマに基づき、市民活動団体が提案いただく事業です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■協働の成果が期待される事業の例（この他にも様々な分野・事業が考えられます） 

　①市民の発想を生かして、多くの市民から事業協力や参加を得る事業 

　　イベント、講演会、啓発事業の企画・運営など 

　②多種多様な市民ニーズに柔軟な対応が求められる事業 

　　子育て支援、高齢者支援、障害者支援などのサービス事業 

　③地域コミュニティとの連携が必要な事業 

　　地域福祉、防犯・防災対策、環境美化、公園等の整備など 

　④市民活動団体のノウハウが生かせる事業 

　　調査研究、相談、専門性が求められる講座の開催、自然保護活動など 

　⑤地域課題の当事者が自分たちで実施する事業 

　　障害者団体、子育てグループなどの当事者性が生かせる事業など 

■令和６年度行政提案型事業のテーマ 

（以下のテーマについて募集を行います。） 

 

　○テーマ「１０ＷＡＶＥプロジェクト推進事業」　　　　　



 - 3 -

（２）応募資格 

　　市内で社会貢献活動を行う、ボランティア団体、ＮＰＯ法人、自治会・町内会、　　　

地域産業組織、企業等で次の要件を満たす団体(５人以上)を対象とします。 

　①　組織の運営に関する規則、定款、規約、会則又はこれに準ずるものを有している

こと。 

　②　予算及び決算の管理が適正に行われていること。 

　③　原則として、１年以上継続して活動していること。 

　④　事業の連絡責任者が特定され、かつ事業の成果報告ができること。 

　＊または市長が特に必要と認めるもの 

 

（３）対象となる事業（いずれにも該当すること。） 

　①　公益的及び社会貢献的な事業であって、事業を提案する団体と市が協働して取り

組むことにより、地域課題又は社会的課題の解決が図られる事業 

　②　事業の実施により、具体的な効果及び成果が期待できる事業 

　③　先進性、先駆性等の工夫及びアイデアがあり、新しい取組である事業 

　④　事業の実施について、提案団体と市の役割分担が明確かつ妥当である事業 

　⑤　提案団体と市が事業を協働で実施することにより、相乗効果が期待できる事業 

　⑥　提案団体が実施可能である事業 

　⑦　提案団体が自立性及び継続性を有する事業 

　⑧　事業計画、予算等が適正である事業 

 

（４）対象とならない事業（いずれかに該当する場合） 

　①　営利を目的とするもの 

　②　特定の個人及び団体が利益を受けるもの 

　③　政治、宗教及び選挙活動に関するもの 

　④　政策の提案に関するもの 

　⑤　学術的な研究に関するもの 

　⑥　事業の実施を伴わない調査に関するもの 

　⑦　交流行事等の住民の親睦に関するもの 

　⑧　当該事業について他から助成を受け、又は助成を受けることになっているもの 

　⑨　公序良俗に反するもの 

　⑩　既に市民提案が行われているもの 
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４　補助金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　補助対象経費に対して３０万円を限度に交付します。 

　ただし、交付は３回までとし、同一団体が同一事業で翌年度以後も補助金の交付を　

受けるときは、２回目、３回目は１５万円を限度に交付します。 

●補助対象となる経費 

 

５　事業実施期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　令和６年４月１日～令和７年３月３１日の間で事業に必要な期間 

 

６　補助金の支払い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　補助金は、原則として事業終了後に支払うことになりますが、必要と認める場合は、

補助金を概算で支払い、事業終了後に精算することもできます。 

 項　　目 内 容 等

 
報償費

事業の実施に必要と認められる講師又は専門的技能協力者

に対する謝金に限る。

 

旅費

実施団体の構成員及び事業の実施に必要と認められる講師

の交通費及び宿泊料（砺波市職員等の旅費に関する条例　

（平成１６年条例第４３号）に規定する行政職給料表６級　

以下の職員の宿泊料を限度とする。）に限る。

 消耗品費 事業に直接使用する消耗品（印刷用消耗品を含む。）に限る。

 燃料費 事業に使用する機材又は車両の燃料代に限る。

 
食糧費

事業に参加した者に提供する飲み物等に限る。ただし、事業

参加者１人につき２００円を限度とする。

 
印刷製本費

事業を告知又は広報するチラシ又はポスター及び会議資料

の印刷に限る。

 
通信費

事業の実施に必要と認められる連絡等に使用する郵便及び

電話等の料金に限る。

 手数料 事業の実施に必要と認められる手数料に限る。

 保険料 事業の実施に必要と認められる保険に限る。

 
使用料及び賃借料

事業の実施のために使用する会場、車両その他必要と認め　

られるものに限る。

 原材料費 事業に直接使用する原材料に限る。

 
備品購入費

事業に直接使用する機材及び備品に限り、市長が特に認めた

ものに限る。
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７　審査・選考の方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

（１）事前打合せ 

　　書類提出前に担当課との事前打ち合わせを行ってください。 

　　提出にあたり、ヒアリングの実施を行い、事業内容及び役割分担の確認を行います。 

（提案内容が法令に抵触していたり、専ら国や地方公共団体の事務とされるものである場合

等は、提案いただいても採択することができなくなりますので、予め不明な点をご確認くだ

さい。） 

（２）審査会 

　　プレゼンテーションによる事業提案を行っていただきます。 

　　審査、選考は、有識者、団体推薦者、公募市民、市職員で構成する審査委員会が行います。 

《審査基準》 

　①　地域課題や市民ニーズの把握とその解決法 

　②　事業の効果及び成果 

　③　役割分担の妥当性 

　④　相乗効果 

　⑤　事業の実現性 

　⑥　先進性・先駆性等の工夫 

　⑦　コスト、サービスの質 

　⑧　提案団体の自立性、事業の継続性 

 

８　応募に必要な書類（Ｐ６参照）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　提案にあたって提出していただく書類は以下のとおりです。提出書類の各様式は、 

砺波市ホームページからダウンロードできます。 

　■　砺波市まちづくり協働事業提案書（様式第１号） 

　■　砺波市まちづくり協働事業計画書（様式第２号） 

　■　砺波市まちづくり協働事業収支予算書（様式第３号） 

　■　砺波市まちづくり協働事業提案団体概要書（様式第４号） 

　■　添付するもの（規則・会則等、会員名簿、活動報告書及び収支決算書） 

＊市のホームページの記入方法を参照ください。 

　　URL https://www.city.tonami.toyama.jp/ 

 

９　情報公開　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　選考過程の「公平性」「透明性」を高めるため、提案された、事業の概要、提案団体

名及び審査結果は広報となみやホームページで公表します。 

提案団体から提出された書類等は、原則として情報公開の対象となります。 
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10　事業決定後　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　事業が決定した後は、該当課と事業の詳細を協議します。事業内容、事業費、役割分

担、スケジュールが確定してから、補助金交付申請書、交付請求書を提出いただきます。 

　また、事業終了後は、速やかに実績報告書を提出していただきます。 

 

11　その他留意事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

・提案書類は返却しません。 

・協働事業の提案は、審査・選考のみに利用し、その他の目的に使用することはあり　　

ません。 

・事業決定後、「砺波市まちづくり協働事業実施要綱」に違反する事実があった場合に

は、決定又は助成若しくは事業の補助を取り消すことがあります。 

・事業終了後、事業報告会での報告を求めます。 

 

Ⅱ 手続きに必要な書類と記載例 

　事業提案に必要な書類は、以下のとおりです。 

　■　砺波市まちづくり協働事業提案書（様式第１号） 

　■　砺波市まちづくり協働事業計画書（様式第２号） 

　■　砺波市まちづくり協働事業収支予算書（様式第３号） 

　　・物品購入費等については、見積書やカタログ等を添付してください。 

　■　砺波市まちづくり協働事業提案団体概要書（様式第４号） 

　■　その他添付書類 

・提案団体の規則、定款、規約、会則又はこれに準ずるものの写し 

　団体の目的、名称、事務所、役員の任免、組織の意思決定や資産の得喪に関する

規定等基本的事項が記載されたものを提出してください。 

・提案団体の会員、構成員等の名簿の写し 

　氏名、ふりがな、住所を記載した名簿を提出してください。 

・提案団体の前年度における活動報告書及び収支決算書の写し 

　事業計画、収支予算、事業報告、収支決算がわかるものを提出してください。 

　（総会資料、会報、新聞の切抜き、活動写真等活動内容がわかるもの）



記載例
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様式第１号（第４条関係） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日 

 

砺波市長　　あて 

 

　　　　　　　　　　　　　　提案者　団　体　名　○○○○の会 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　砺波　太郎 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　　所　砺波市栄町○番○号 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（連絡先氏名　砺波　市郎　　） 

（電話番号　３３－××××　） 

 

砺波市まちづくり協働事業提案書 

 

次のとおり令和　６　年度砺波市まちづくり協働事業の提案をします。 

※事業の名称は、事業内容がわかるようにつけてください。

 
事 業 種 別 1 行政提案型事業　　　　2  市民提案型事業

 
事 業 の 名 称 　△△駅前花満開運動

 
補 助 の 予 定 額 　　　　３００，０００　　　円

 

事 　 業 　 費
３６０，０００　円（内補助金計画事業費　300,000円） 

※予算書の合計金額を記入してください。

 
事 業 の 目 的 別添事業計画書のとおり

 
事 業 の 内 容 別添事業計画書のとおり

 

添 付 書 類

(1)事業計画書 

(2)事業収支予算書 

(3)事業提案団体概要書 

(4)団体の規約、会則等 

(5)団体構成員名簿 

(6)団体の前年度活動報告及び収支決算書



記載例
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様式第２号（第４条関係） 

砺波市まちづくり協働事業計画書 

＊記載が複数頁にまたがっても差し支えありませんので、できるだけわかりやすく具体的に記載してください。 

 
団体名 ○○○○の会

 
事 業 の 名 称

 事 業 の 目 的 

（地域の課題や市

民ニーズをどのよ

うに捉えたかを記

載してください。）

この運動は、景観上の課題として、緑化の不足が指摘されている△△

商店街花壇とその周辺に、親子、ボランティア、商店街で花苗を植え、

清掃を行うことで、市民自らが、美しいまちづくりの意識をもち、環境

美化への周知を図り、まちの環境美化につなげることを目的とする。 

 

事 業 内 容 

（何を行うか具体

的に記入してくだ

さい。）

（対象：どこで、だれに等） 

対象者　市内在住・在勤の市民並びに親子で花満開運動に興味のある

方。△△駅前商店街住民。参加募集をかける。 

場所　　○○駅前の△△商店街花壇と周辺

 （手法：いつ、どのように、何を等） 

・ 6 月と 10 月に 2回、花苗の植栽及び清掃を実施。 

・ 事前に、親子教室を開催し、植栽を行う花の種類や環境について学

習。 

 （目標：目的とする結果、数値基準等） 

　参加目標 100 人 

　親子での参加により、環境美化や植物を大切にする心を育成する学習

につながる。

 

市民協働における

役 割 分 担 

 

（提案団体が果た

そうとする役割、

市に期待する役割

を具体的に記載し

てください。）

（提案団体が担う役割） 

・ 事業の運営、関連する会議等の運営 

・ 花苗等用具の選定、購入 

・ 参加受付申し込み、参加者への連絡

 （市が担う役割） 

・ 場所、資金の提供 

・ 広報の協力 

・ 情報提供等団体へのサポート 

 △△駅前花満開運動



記載例
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事 業 期 間 令和６年 ４ 月 ○ 日　～　令和６年１１月 ○ 日（年度内の期間で）

 事業スケジュール 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

（事業のスケジュ

ールについて、進

捗状況がわかるよ

うに、工程表を記

載してください。）

月 内　容 詳　　　細

 4 月 

 

 

 

5 月 

 

 

 

6 月 

 

8 月 

 

 

9 月 

 

 

 

10 月 

 

11 月

市との調整 

事業のＰＲ 

講師派遣 

 

備品の購入 

募集締切 

運営会議 

 

教室開催 

 

事業のＰＲ 

講師派遣 

 

備品の購入 

募集締切 

運営会議 

 

教室開催 

 

反省会

市と使用する花壇等場所の調整 

第 1回参加者募集開始 

親子教室の講師との調整 

 

花苗等備品の購入 

参加者募集締切 

運営方法等最終確認 

 

第 1 回花満開運動実施 

 

第 2 回参加者募集開始 

親子教室の講師との調整 

 

花苗等備品の購入 

参加者募集締切 

運営方法等最終確認 

 

第２回花満開運動実施 

 

事業の反省点等のまとめ 

事業報告
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協働事業の効果 

 

（単独で行うことに比べ、

市と協働することにより、

どのような効果が期待でき

るのか、また、提案団体と

市にとって、どのようなメ

リットがあるのかを記載し

てください。）

　協働事業を行うことにより、市民が環境美化に対する意識を

持つことができる。 

　駅周辺花壇等の使用は、団体単独での交渉では、困難が予想

され、市との協働事業であれば、信頼性が確保される。 

また、行政にとっても、人件費等予算面からも、団体との協

働事業により少ない費用で大きな効果を期待できる。

 

到 達 目 標 

 

（課題をどの程度解決でき

るのか、いつまでどれだけ

の成果をあげるのか等、事

業終了時の目標を記載して

ください。）

　花苗の植栽をすることにより、駅周辺の環境美化になるとと

もに、事業参加者にも環境美化に対する意識が生じる。 

　また、団体だけでなく、親子、地元住民、商店街の参加によ

り、世代間の交流を図る効果や地域コミュニティの醸成にもつ

ながる。親子参加もあり、親子間の心の交流、環境美化、ボラ

ンティアの心の学習にもつながる。

 

今 後 の 展 開 

 

（当該年度の終了以降に、

提案事業をどのように展開

していくか、また、提案し

た事業を含めて、団体等の

活動をどのように展開して

いくのか、具体的に記載し

てください。）

　今後、花壇の整備を図っていくとともに、市民の憩いの場と

なるよう、環境美化に努めていく。 

　また、身近な緑の環境をより豊かにするため、地域住民との

協働による緑化活動の推進を図っていく。
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砺波市まちづくり協働事業収支予算書 
 

（収入） 

 

（支出） 

＊ 事業を実施する上で必要な費用を、費目別に記載してください。 
＊ 物品購入費等は、見積書やカタログ等を添付してください。

 
団体名 ○○○○の会

 区　　分 予算額（円） 説　　明
 1　自己資金 

2　寄付金 

3　まちづくり事業補助金 

　50,000 

10,000 

300,000　

 

 
合　　　計 360,000

 区　　分 予算額（円） 説　　明
 報償費 

消耗品費 

 

 

 

 

 

 

 

印刷製本費 

原材料費

20,000 

110,000 

 

 

 

 

 

 

 

30,000 

200,000

講師謝礼　10,000 円×2回 

植栽用具購入費　40,000 円 

バケツ　＠400 円×50 本 

スコップ＠200 円×100 個 

清掃用具購入費　63,000 円 

　　竹ほうき＠500 円×60 本 

　　ちりとり＠500 円×60 個 

　　ごみ袋　＠300 円×10 袋 

消耗品事務費　7,000 円 

＠3×5,000 部×2回 

花苗購入費　 

パンジー＠200 円×500 個×2回 

 
合　　　計 360,000
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　砺波市まちづくり協働事業提案団体概要書 
 

団 体 の 名 称
（ ふ り が な ）

　○○○○の会

 
所 　在 　地 〒939-××××　　砺波市○町×番×号

 

代 表 者
（ ふ り が な ）

代表　　　○○　○○

 

連 絡 先

連絡者氏名　日常的に連絡の取れる連絡先を記載してください。 

住所　〒　939-××××　　　砺波市○○××番地 

電話　　　　　　　　　　　　FAX  

E－mail
 

活動開始年月日  　　　　　令和××年××月××日

 
会 員 数 　　　　　　　××　　人

 

団 体 の 目 的

 

定款等に掲げ、公開している団体の目的を記載してください。

 

主 な 活 動

 

主な活動実績を記載してください。 

 

・ ○○駅周辺のごみ拾い及び清掃（月２回日曜早朝） 

・ ○○公園のごみ拾い及び清掃（月２回日曜早朝） 

・ ○○駅周辺花壇の除草（年２～３回不定期） 

・ ○○公園花壇の整備及び除草（年２～３回不定期）

 

主な活動地域
　主に活動している場所を記載してください。 

○○駅周辺及び○○公園

 
これまでに受けた助成

金 又 は 委 託 の 実 績

砺波市からの委託事業・補助金だけでなく、全ての委託事業・補

助金等の実績を記入してください。



提案団体 市
応募開始

事業内容、事業費の確定

役割分担、スケジュール確定

連携、協力（関係課サポート）

事業完了の確認

補助金の交付

結果の公表

砺波市まちづくり協働事業の流れ

事業提案書作成 関係課との事前打ち合わせ

提案書の提出 ヒアリングの実施

事業内容、役割分担の確認

事業審査会

事業決定通知受理 事業の決定、公表

事業の詳細協議

補助金の交付決定

事業の開始

事業終了
（年度末）

事業実施報告書の作成

収支決算書の作成

事業報告書等の審査

事業実施報告書の提出

関係書類の保存


